
　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

�

契
約
に
つ
い
て
⑵

　

電
子
署
名

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
お
い
て

は
、
相
手
方
と
直
接
面
談
す
る
こ
と

が
な
い
こ
と
か
ら
、
実
在
す
る
企
業

や
組
織
の
名
を
か
た
ら
っ
て
、
顧
客

の
個
人
情
報
や
財
産
を
騙
し
取
ろ
う

と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ

詐
欺
」
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
送
信
元
が
詐
称
さ
れ
た
メ
ー
ル
が

原
因
で
す
か
ら
、
送
信
元
企
業
は

「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
不
十
分
な

企
業
」
と
認
識
さ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
事
態
を
防
止
す
る
た
め

に
、
考
案
さ
れ
た
の
が
、
電
子
署
名

で
す
。
す
な
わ
ち
、
電
子
署
名
と

は
、
電
子
商
取
引
に
お
け
る
相
手
方

確
認
（
同
定
）
の
一
方
法
で
あ
り
、

「
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す

る
法
律
」
が
制
度
を
定
め
て
お
り
ま

す
。

　

具
体
的
仕
組
み

　

①
ま
ず
、
制
度
を
利
用
し
よ
う
と

す
る
Ｘ
社
が
認
証
機
関
（
例
＝
日
本

ベ
リ
サ
イ
ン
）
に
対
し
、
電
子
証
明

書
の
発
行
を
申
請
し
ま
す
。

　

②
認
証
機
関
は
、
Ｘ
社
に
電
子
証

明
書
を
発
行
し
ま
す
。

　

③
Ｘ
社
は
、
電
子
証
明
書
を
使
っ

て
、
メ
ー
ル
に
電
子
署
名
を
付
け

て
、
相
手
方
Ｙ
社
に
送
り
契
約
を
申

し
込
み
ま
す
。

　

④
Ｙ
社
は
、
電
子
署
名
・
電
子
証

明
書
に
よ
り
、
発
信
元
が
Ｘ
社
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
ま
す
。

　

こ
う
し
て
Ｙ
社
は
、
送
ら
れ
て
き

た
メ
ー
ル
が
、
Ｘ
社
か
ら
の
も
の
に

間
違
い
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

ト
ラ
ブ
ル
例
に
つ
い
て

　

⑴
　
誹
謗
中
傷
行
為

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中

傷
行
為
に
つ
い
て
は
、
通
常
不
特
定

多
数
へ
の
公
表
と
な
る
の
で
、
名
誉

毀
損
を
理
由
と
し
て
、
民
事
・
刑
事

上
の
責
任
の
追
及
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
記
事
掲
載
差
止
仮
処
分
な
ど
の

手
を
打
つ
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
責
任
を

追
及
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
「
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供

者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発

信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
」

（
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
責
任
制
限
法
）
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
対
被
害
者
責

任
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
、
送
信
防
止

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
技
術
的
に
可

能
で
、
か
つ
①
他
人
の
権
利
が
侵
害

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と

き
か
②
違
法
情
報
の
存
在
を
知
っ
て

お
り
、
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
と

認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ

る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
情
報
を
削
除

し
な
く
て
も
、
責
任
を
問
わ
れ
ま
せ

ん
。

　

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
対
発
信
者
責

任
。
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
、
講
じ
た
送

信
防
止
措
置
が
必
要
な
限
度
の
も
の

で
あ
り
、
か
つ
①
他
人
の
権
利
が
侵

害
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
る
に
足
り
る

相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
と
き
か
②
権

利
を
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
者
か
ら
違

法
情
報
の
削
除
の
申
出
が
あ
っ
た
こ

と
を
発
信
者
に
連
絡
し
、
７
日
以
内

に
反
論
が
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
情

報
を
削
除
し
て
も
、
責
任
を
問
わ
れ

ま
せ
ん
。

　

被
害
者
や
発
信
者
は
、
前
述
以
外

の
場
合
で
あ
れ
ば
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

に
対
し
、
そ
の
責
任
を
追
及
で
き
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

⑵
　
著
作
権
侵
害

　

通
常
の
著
作
権
侵
害
と
同
様
に
、

民
事
・
刑
事
上
の
責
任
追
及
が
可
能

で
あ
り
、
ま
た
、
差
し
止
め
も
で
き

ま
す
。
あ
る
い
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー

へ
の
要
求
や
責
任
追
及
も
前
述
同
様

に
、
可
能
で
す
。

　

⑶
　
ハ
ッ
カ
ー

　

「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等

に
関
す
る
法
律
」
（
不
正
ア
ク
セ
ス

禁
止
法
）
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
禁
止
さ
れ
る
行
為
は
、

　

①
他
人
の
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
を

用
い
て
侵
入
す
る
。

　

②
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ホ
ー
ル
を
突

い
て
侵
入
す
る
。

　

③
他
人
の
Ｉ
Ｄ
や
パ
ス
ワ
ー
ド
を

そ
の
他
の
人
に
広
め
る
。

　

な
お
、
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
侵
入

（
ハ
ッ
カ
ー
行
為
）
は
、
１
年
以
下

の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以
下
の
罰
金

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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